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給食の内部被ばく防護策を求める陳情 

＜ 添 付 資 料 ＞ 

添付資料① 内閣府原子力緊急事態宣言 

福島第一原発事故から１年半経過する今もこの「原子力緊急事態宣言」は解除されていません。私たちはこ

れからも放射能汚染の危険と向き合いながら暮らしていかなければなりません。 

添付資料② 放射性セシウムの慢性摂取による体内残存量の経時推移 

国際放射線防護委員会「ICRP Publication 111原子力事故または放射線緊急事態後の長期汚染地域

に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」より 

1 日の摂取量が微量であっても、長期にわたって摂取した場合は代謝などによる排出量と平衡になり、セシウ

ム 137 が体内に蓄積することを示したグラフです。 

添付資料③ 震災前（平成 22 年 3 月まで）のセシウム 137 の経年変化グラフ 

ア.日常食 

イ.精米 

ウ.牛乳 

財団法人日本分析センター 日本の環境放射能と放射線より 

http://www.kankyo-hoshano.go.jp/kl_db/servlet/com_s_index 

添付資料④ 食品中の放射性物質の新たな基準値について 

厚生労働省が平成 24 年 3 月に発表した食品に含まれる放射性物質の新基準値に関する資料です。 

「乳児用食品」及び「牛乳」については、子どもへの配慮が必要との見解です。また、一部品目については経

過措置として暫定基準値が適用されているものがあります。（P10） 

厚生労働省ホームページ内ダウンロード URL 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/iken/dl/120117-1-03-01.pdf 

添付資料⑤ 朝日新聞 2012 年 3月 20 日付記事 

足立区が原発事故後、どこよりも早く、独自の判断で放射能対策に乗り出したことが記事になりました。（以

下記事より抜粋）6 月、区はひとつの決断をする。「安心してもらうため、独自の基準を設けるしかない。」過去

の測定データと国際放射線防護委員会が勧告した年間 1 ミリシーベルトを参考に、年間の被曝量が 1 ミリシ

ーベルトを超えない毎時 0.25 マイクロシーベルトを対策を取る値として決めた。都内で最も早い基準の導入だ

った。区危機管理室の川口弘室長(52)「やれることはやっている。ただ、区民の不安がなくなったとは思ってい

ない」と話す。 
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添付資料⑥ 足立区の日本一おいしい給食 

理研ビタミン株式会社公式ホームページより 

笑顔でランチ 豊かな学校給食と食育を応援「日本一おいしい給食」区教育委員会が旗振り 

 http://www.egaoderanchi.jp/interview/i_21.html 

 

以上 6点を添付資料として提出いたします。 
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添付資料① 内閣府原子力緊急事態宣言 
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添付資料② 放射性セシウムの慢性摂取による体内残存量の経時推移 

 

 

 

国際放射線防護委員会 

「ICRP Publication 111原子力事故または放射線緊急事態後の長期汚染地域に居住する人々の防護に

対する委員会勧告の適用」より 
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添付資料③ 震災前（平成 22 年 3 月まで）のセシウム 137 の経年変化 

ア.日常食 
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イ.精米 
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ウ.牛乳 
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添付資料④ 食品中の放射性物質の新たな基準値について（別添） 

添付資料⑤ 朝日新聞 2012 年 3月 20 日付記事 
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添付資料⑥ 足立区の日本一おいしい給食 
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 以上 


